
平成 28 年度兵庫県地域防災計画の主な修正内容 

（風水害等対策計画、地震災害対策計画、海上災害対策計画、大規模事故災害対策計画） 

 

防災基本計画の修正を踏まえ、業務継続計画策定に係る重要な要素を明確化     

する。あわせて、水防法、災害対策基本法等の一部改正に伴う修正を行う。 

また、県の施策展開等に伴う修正を行う。 

 

１ 防災基本計画の修正(H27.11、H28.2)を踏まえた修正 

 (1) 業務継続計画の策定に係る重要な要素の明確化 ···························· Ｐ２ 

   防災基本計画の修正により、地方公共団体は、業務継続計画の策定にあたり、 

特に重要な６要素を定めておくものとされたことに伴い、災害予防計画の基本 

方針に「業務継続体制の確保」を明記するとともに、以下の６要素について、 

県及び市町の取り組みに関する記載を充実。 

項   目 県及び市町の取り組み 

① 首長不在時の 

明確な代行順位 

及び職員の参集体制 

【 県 】記載済（Ｐ２、４） 

【市町】市町は（中略）、平時から、市町防災会議をはじめ、

首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制な

ど防災にかかる組織体制の整備、充実に努めることと

する（Ｐ２）。 

②  非常時優先業務の

整理 

【 県 】記載済（Ｐ２～３） 

【市町】市町（中略）は、災害応急対策等の円滑な実施を図る

ため、初動緊急対応期の重要優先業務等をまとめた 

災害時の行動マニュアルを作成するなど、防災知識の

周知徹底を図ることとする（Ｐ３）。 

③ 電気、水・食料等 

の確保 

④  重要な行政データ

のバックアップ 

⑤  災害時にもつなが

りやすい多様な通信

手段の確保 

【県・市町】 

県、市町は、庁舎、避難所等災害対策の拠点となる施設に

ついて、耐震性の確保、電気室の高所設置、発電機や水・ 

食料等の常備等の対策を講じるとともに、庁舎の被災やそれ

に伴う通信手段や重要な行政データの喪失等に備え、衛星 

携帯電話の装備や、近隣の他の施設の利用、データのバック

アップ対策等も検討しておくこととする（Ｐ３）。 

⑥  本庁舎が使用でき

なくなった場合の 

代替庁舎の特定 

【 県 】記載済（Ｐ３～４） 

【市町】市町は、対策本部機能や通信機能を維持するために 

（中略）、本庁舎が使用できなくなった場合の暫定的

な代替候補施設及び設備の確保（中略）を検討する 

こととする（Ｐ３～４）。 

 

 

 (2) 雨水出水の浸水想定区域の指定 ·········································· Ｐ５ 

   水防法の改正により、雨水出水に相当な損害を生じるおそれがあるものとして、知事ま

たは市町長が指定した公共下水道等の排水施設等について、浸水が想定される区域を雨水

出水区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深等を公表すること

とされたため、該当項目を追加。 

 (3) 災害廃棄物の処理の代行 ················································ Ｐ６ 

   災害対策基本法の改正により、特に、大規模な災害が発生した場合に、市町長からの要

請により環境大臣が処理を代行することとされたため、該当項目の記述を加筆。 

 

２ 県の施策展開に伴う修正 

  ① 地域防災計画の災害予防計画の基本方針に「兵庫県強靱化計画」を踏まえた計画とす

ることを記載。 

  ② 「兵庫県耐震改修促進計画」の改正を反映し、意識啓発活動への支援や 

   多数利用建築物への補助制度の拡充を行うこと等を記載。 

 

３ 迅速な車両の通行の確保 

  県警察本部は、災害対策基本法に基づく緊急交通路の指定に先立ち、迅速な 

 車両の通行を確保するため、道路交通法第４条による広域的な交通規制を速やかに実施する

ことを記載。 

 

４ その他の主な修正 

 (1) 指定(地方)公共機関の防災業務計画の見直しに伴う修正 

   指定(地方)公共機関が、災害時の応急対策として策定している防災業務計画の対応基準

等の修正を反映。 

 (2) 防災関係機関の名称変更等に伴う修正 

資料１－１ 

１ 
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１ 防災基本計画の修正（H27.11、H28.2）を踏まえた修正 

 (1) 業務継続計画の策定に係る重要な要素の明確化 

現   行 修 正 案 備   考 

風水害等対策計画、地震災害対策計画 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 基本方針 

第１ 災害応急対策への備えの充実 

災害応急対策を迅速かつ円滑に展開するための平時からの備えを充実するため、

次の事項を中心に、防災施設・設備や防災に関する制度・システムの整備の内容等

を明示する。 

 

第２章 災害応急対策への備えの充実 

第１節 組織体制の整備 

第２ 内容 

 ２ 県の災害対策要員等の確保体制 

  (1)～(3) （略） 

  (4) 職員の体制 

    県は、災害発生時における職員の体制につき、以下の事項をあらかじめ取り

決めておくこととし、職員に対しては定期的な訓練を通じ、周知徹底を図るこ

ととする。 

   ① 参集基準 

   ② 夜間、休日に災害が発生した場合における電話連絡網、緊急通報システム

を使った参集体制 

   ③ 応急活動時に使用する資機材の保管場所、使用方法の周知 

   ④ フェニックス防災システム端末の使用方法の習熟 

 

３ 市町の防災組織体制 

市町は、当該市町域における防災対策の推進のため、平時から、市町防災会議を

はじめ、防災にかかる組織体制の整備、充実に努めることとする。 

 

 

第２節 研修・訓練の実施 

第２ 内容 

３ その他 

(1) 県職員行動マニュアル等の作成 

県は、職員が災害発生時に迅速かつ的確な災害応急対策を実施することができ

るよう、通常業務のうち最低限継続すべき業務を記載したうえで職員のとるべき 

 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 基本方針 

第１ 災害応急対策への備えの充実 

災害応急対策を迅速かつ円滑に展開するため、業務継続体制の確保をはじめとす

る平時からの備えの充実に向け、次の事項を中心に、防災施設・設備や防災に関す

る制度・システムの整備の内容等を明示する。 

 

第２章 災害応急対策への備えの充実 

第１節 組織体制の整備 

第２ 内容 

 ２ 県の災害対策要員等の確保体制 

 

 （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市町の防災組織体制 

市町は、当該市町域における防災対策の推進のため、平時から、市町防災会議を

はじめ、首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制など防災にかかる組織体

制の整備、充実に努めることとする。 

 

第２節 研修・訓練の実施 

第２ 内容 

３ その他 

(1) 県職員行動マニュアル等の作成 

県は、職員が災害発生時に迅速かつ的確な災害応急対策を実施することができ

るよう、通常業務のうち最低限継続すべき業務を記載したうえで職員のとるべき 

防災基本計画が業務継続計画の特に

重要な６要素を定めるよう修正され

たことに伴う修正 

 

 

第２編全体に関わる事項のため、 

「業務継続体制の確保」を 

「第１章 基本方針」に加筆 

 

 

 

 

 

 

【県分】 

既に、①-2 職員の参集体制は記載済 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市町分】 

加筆により、 

①-1 首長不在時の明確な代行順位、 

①-2 職員の参集体制 

に対応 

 

 

 

【県分】 

既に、② 非常時優先業務の整理 

は記載済 

【業務継続計画の特に重要な６要素】 

  ①-1 首長不在時の明確な代行順位 ④ 重要な行政データのバックアップ  

  ①-2 職員の参集体制 ⑤ 災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

  ② 非常時優先業務の整理 ⑥ 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 

  ③ 電気、水・食料等の確保 

※ 波線部分は記載済、下線部分は今回修正箇所。 
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現   行 修 正 案 備   考 

 

行動を、部局ごとにとりまとめた職員行動マニュアルを作成し、初動緊急対応期

の重要優先業務をまとめた「兵庫県応急対応行動シナリオ」とともに、自然災害

発生時等の業務継続計画（ＢＣＰ）として、職場研修や訓練等を通じて、その周

知徹底を図ることとする。 

また、職員として共通に必要となる風水害等の防災知識や連絡手段、機器操作

等をわかりやすくまとめて提供するなど、平時からの習得を促進するための環境

整備に努めることとする。 

(2) 市町等の取り組み 

市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等は、災害応急対

策等の円滑な実施を図るため、災害時の行動マニュアルを作成するなど、防災知

識の周知徹底を図ることとする。 

 

第４節 災害対策拠点の整備・運用 

第２ 内容 

１ 災害対策拠点の設備整備の考え方 

県、市町は、庁舎、避難所等災害対策の拠点となる施設について、耐震性の確

保、電気室の高所設置、発電機の常備等の対策を講じるとともに、庁舎の被災に

よる通信手段の喪失に備え、衛星携帯電話の装備や、近隣の他の施設の利用等も

検討しておくこととする。 

 

 

２ 県災害対策センターの整備・運用 

(1)～(3) （略） 

(4) センターの特徴 

① 風水害はもとより、阪神・淡路大震災規模の大規模地震が発生しても、十分

対応可能な耐震性の高い構造とした。 

② ライフライン途絶時にも庁舎機能がダウンしない多重化した設備とした。 

非常用発電機の設置、燃料の備蓄、電話回線の二重化、専用井戸による

飲料水の確保などバックアップ機能を充実 

通信設備の多重化や映像機器の整備など、防災情報システムの充実・強

化 

③ 本庁舎内に分散配備している機能を一元化した。 

災害対策本部体制を円滑かつ効果的に運用できるよう災害対策関係の各

室と、関係部局災害対策用スペースを同センター内に集約化 

防災関係機関やライフライン各社との連携強化を図るため、専用スペー

スを確保 

④ 災害対策要員（県職員約3,900人）用の備蓄物資を確保した。 

毛布   2,570枚（３交代制、１人当たり２枚） 

α化米 11,700食（３食分） 

 

 

 

行動を、部局ごとにとりまとめた職員行動マニュアルを作成し、初動緊急対応期

の重要優先業務をまとめた「兵庫県応急対応行動シナリオ」とともに、職場研修

や訓練等を通じて、その周知徹底を図ることとする。 

 

また、職員として共通に必要となる風水害等の防災知識や連絡手段、機器操作

等をわかりやすくまとめて提供するなど、平時からの習得を促進するための環境

整備に努めることとする。 

(2) 市町等の取り組み 

市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等は、災害応急対

策等の円滑な実施を図るため、初動緊急対応期の重要優先業務等をまとめた災害

時の行動マニュアルを作成するなど、防災知識の周知徹底を図ることとする。 

 

第４節 災害対策拠点の整備・運用 

第２ 内容 

１ 災害対策拠点の設備整備の考え方 

県、市町は、庁舎、避難所等災害対策の拠点となる施設について、耐震性の確

保、電気室の高所設置、発電機や水・食料等の常備等の対策を講じるとともに、

庁舎の被災やそれに伴う通信手段や重要な行政データの喪失等に備え、衛星携帯

電話の装備や、近隣の他の施設の利用、データのバックアップ対策等も検討して

おくこととする。 

 

２ 県災害対策センターの整備・運用 

 

 （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編全体に関わる事項のため、 

「第１章 基本方針」に記載 

 

 

 

 

 

 

【市町分】 

加筆により、 

② 非常時優先業務の整理に対応 

 

【県・市町分】 

加筆により、 

③ 電気、水・食料等の確保、 

④ 重要な行政データのバックアップ 

に対応 

【県・市町分】 

既に、 

⑤ 災害時にもつながりやすい多様な

通信手段の確保 

⑥ 本庁舎が使用できなくなった場合

の代替庁舎の特定 

は記載済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 波線部分は記載済、下線部分は今回修正箇所。 
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現   行 修 正 案 備   考 

 

５ 市町における災害対策拠点の整備・運用 

市町は、対策本部機能や通信機能を維持するために、対策本部や避難所等防災関

連施設における耐震性や水害などによる浸水対策等を確認し、不十分な場合は、暫

定的な代替候補施設及び設備の確保や、耐震性の強化等の対応方策を検討すること

とする。 

 

第６節 防災拠点の整備 

第２ 内容 

２ 三木総合防災公園（全県拠点） 

(4) 施設構成 

① 県広域防災センター 

イ 災害時機能 

・広域防災活動機能 

・災害対策補完機能 

・防災へリポート機能 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 迅速な災害応急活動体制の確立 

第１節 組織の設置 

第２ 内容 

１ 県の組織 

(1) 兵庫県災害対策本部及び兵庫県災害対策地方本部 

① 組織の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 市町における災害対策拠点の整備・運用 

市町は、対策本部機能や通信機能を維持するために、対策本部や避難所等防災関

連施設における耐震性や水害などによる浸水対策等を確認するとともに、本庁舎が

使用できなくなった場合の暫定的な代替候補施設及び設備の確保や、耐震性の強化

等の対応方策を検討することとする。 

 

 

 （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市町分】 

記述を明確化し、 

⑥ 本庁舎が使用できなくなった場合

の代替庁舎の確保 

に対応 

 

 

 

 

 

 

【県分】 

既に、 

⑥ 本庁舎が使用できなくなった場合

の代替庁舎の確保 

は記載済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県分】 

既に、 

①-1 首長不在時の明確な代行順位 

は記載済 

名 称 兵庫県災害対策本部 兵庫県災害対策地方本部 

設 置 者   知事   災害対策本部長（知事） 

 

  ただし、緊急を要する場合、県民局長・県民 

 センター長は、災害対策本部長に代わり災害対 

 策地方本部を設置することができることとする。 

  県民局長・県民センター長は、緊急的に災害 

 対策地方本部を設置した場合、その旨を速やか 

 に災害対策本部長に報告することとする。 

本 部 長   知事 

 

  知事に事故があるときは、副知事、防災監 

 の順で、その職務を代理することとする。 

  各県民局長・県民センター長 

設 置 場 所 （以下、略） 
 

 

※ 波線部分は記載済、下線部分は今回修正箇所。 
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 (2) 雨水出水の浸水想定区域の指定 

現   行 修 正 案 備   考 

風水害等対策計画 

第２編 災害予防計画 

第２章 災害応急対策への備えの充実 

第17節 水防対策等の充実 

 

第２ 内容 

１ 洪水 

(1) 浸水想定区域の指定・公表等 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

風水害等対策計画 

第２編 災害予防計画 

第２章 災害応急対策への備えの充実 

第17節 水防対策等の充実 

 

第２ 内容 

１ 浸水想定区域 

(1) 浸水想定区域の指定・公表等 

② 雨水出水浸水想定区域 

知事または市町長は、雨水出水により相当な損害が生じるおそれがあ

るものとして指定した排水施設等について、雨水出水浸水想定区域の指

定を行う。 

また、指定した浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深等を

公表するとともに、知事が指定した場合は関係市町に通知する。 

 

水防法の改正を踏まえ、防災基本計画が以下のとおり

修正されたことに伴う修正 

 

第５編 風水害対策編 

第１章 災害予防 

第１節 風水害に強い国づくり、まちづくり 

２ 風水害に強いまちづくり 

(1) 風水害に強いまちの形成 

・都道府県又は市町村は、雨水出水特別警戒水位に到

達した旨の情報を提供する公共下水道等の排水施設

等として指定した排水施設等について、（中略）浸水

が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指

定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水

深（中略）を公表するとともに、都道府県知事にあ

っては関係市町村の長に通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「雨水出水により相当な損害が生じるおそれがあるもの」として、

国は、氾濫水が地下街等に一気に流入し、人的被害が発生するおそ

れがある地下街等が発達している区域に存する公共下水道等の排水

施設等を想定。 

※ 波線部分は記載済、下線部分は今回修正箇所。 
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 (3) 災害廃棄物の処理の代行 

現   行 修 正 案 備   考 

風水害等対策計画・地震災害対策計画 

第３編 災害応急対策計画 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

第12節 廃棄物対策の実施 

第１款 ガレキ対策の実施 

 

第２ 内容 

１ 市町の措置 

(2) 処理作業過程 

③ 県への応援要請 

市町は、最終処分までの処理ルートが確保できない場合には、速やか

に県へ支援要請を行うこととする。 

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

第12節 廃棄物対策の実施 

第２款 ごみ処理対策の実施 

 

第２ 内容 

１ 市町の措置 

(2) 処理作業過程 

③ 県等への応援要請 

イ 市町は、近隣市町等で応援体制が確保できない場合には、「兵庫県災

害廃棄物処理の相互応援に関する協定」に基づき、県に対して広域的

な支援の要請を行うこととする。県は、同協定に基づき、県内市町に

よる応援体制を調整することとする。 

 

風水害等対策計画・地震災害対策計画 

第３編 災害応急対策計画 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

第12節 廃棄物対策の実施 

第１款 ガレキ対策の実施 

 

第２ 内容 

１ 市町の措置 

(2) 処理作業過程 

③ 県等への応援要請 

市町は、近隣市町等の応援のみでは最終処分までの処理ルートが確保

できない場合には、「兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定」に

基づき、速やかに県に対して広域的な応援を要請することとする。県内

市町や他府県市町村等による応援が困難な場合は、県に処理に関する事

務委託を行うこととする。さらに、県による処理も困難な場合は、環境

大臣による処理の代行要請を行うこととする。 

 

第３編 災害応急対策計画 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

第12節 廃棄物対策の実施 

第２款 ごみ処理対策の実施 

 

第２ 内容 

１ 市町の措置 

(2) 処理作業過程 

③ 県等への応援要請 

イ 市町は、近隣市町等で応援体制が確保できない場合には、「兵庫県災

害廃棄物処理の相互応援に関する協定」に基づき、速やかに県に対し

て広域的な応援を要請することとする。県内市町や他府県市町村等に

よる応援が困難な場合は、県に処理に関する事務委託を行うこととす

る。さらに、県による処理も困難な場合は、環境大臣による処理の代

行要請を行うこととする。 

 

災害対策基本法が改正されたことを踏まえ、防災基本

計画が以下のとおり修正されたことに伴う修正 

 

第３章 災害復旧・復興 

第２節 迅速な原状復旧の進め方 

２ 災害廃棄物の処理 

○国〔環境省〕は、円滑かつ迅速な災害廃棄物処理に

ついて必要な支援を行う。特に、大規模な災害が発

生したときは、その災害廃棄物の処理に関する指針

を策定するとともに、廃棄物処理特例地域内の市町

村長から要請があり、かつ、当該市町村における災

害廃棄物の処理の実施体制、当該災害廃棄物の処理

に関する専門的な知識及び技術の必要性、当該指定

災害廃棄物の広域的な処理の重要性を勘案して、必

要と認められる場合には、災害廃棄物の処理を当該

市町村に代わって行うものとする。 

 

 

 
 ※ 波線部分は記載済、下線部分は今回修正箇所。 

 


